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東根市ふるさと納税返礼品申請書（新規）
[bookmark: _GoBack]　東根市ふるさと納税において、返礼品取扱事業者募集要項に基づき、下記のとおり返礼品を申請します。
記
	1
	名称
	

	
	内容量
	
	提供
価格
	円(税抜)/　　　　　
	円(税込)

	
	地場産
品基準
	
	□地方税法第37条の２第２項第３号及び法第314条の７第２項第２号と総務省が定める「地場産品基準」に合致するものである

	
	アレルギー情報
（〇で囲んでください）
	【特定原材料７品目】
卵・乳・小麦・そば・落花生（ピーナッツ）・えび・かに
【特定原材料に準ずるもの21品目】
さけ（鮭）・さば・あわび・いか・いくら・牛肉・豚肉・鶏肉・ゼラチン・アーモンド・カシューナッツ・くるみ・大豆・ごま・まつたけ・やまいも・オレンジ・キウイフルーツ・バナナ・もも・りんご

	2
	名称
	

	
	内容量
	
	提供
価格
	円(税抜)/　　　　　
	円(税込)

	
	地場産
品基準
	
	□地方税法第37条の２第２項第３号及び法第314条の７第２項第２号と総務省が定める「地場産品基準」に合致するものである

	
	アレルギー情報
（〇で囲んでください）
	【特定原材料７品目】
卵・乳・小麦・そば・落花生（ピーナッツ）・えび・かに
【特定原材料に準ずるもの21品目】
さけ（鮭）・さば・あわび・いか・いくら・牛肉・豚肉・鶏肉・ゼラチン・アーモンド・カシューナッツ・くるみ・大豆・ごま・まつたけ・やまいも・オレンジ・キウイフルーツ・バナナ・もも・りんご



【記載要領】
○　地場産品については、裏面の基準をご覧いただき、区分欄の記号を記入する
○　提供価格は、税抜、税込どちらも記載ください。


地場産品基準

	区分
	地場産品基準

	1
	当該地方団体の区域内において生産されたものであること

	2
	当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること

	3
	当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること

	3（熟成肉）
	地場産品基準第３号ただし書に規定する、当該地方団体が属する都道府県の区域内において生産された食肉を原材料として、当該団体の区域内において熟成したもの

	3（精米）
	地場産品基準第３号ただし書に規定する、当該地方団体が属する都道府県の区域内において生産された玄米を原材料として、当該地方団体の区域内において精白したもの

	4
	返礼品等を提供する市区町村の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの（流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。）であること

	5
	地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なものであること

	6
	前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること

	7
	当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること

	7の2
	当該地方団体の区域内において地域のエネルギー源により発電された電気であること

	8イ
	市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするものであること

	8ロ
	都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするものであること

	8ハ
	都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されている物品及び当該市区町村を認定し、当該物品を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするものであること






